
○みなかみ町SDGsパートナー制度実施要綱

令和3年9月7日

告示第135号

(目的)

第1条　この要綱は、当町のSDGsの達成に向けた取組及び本町が令和元年7月に選定されたSDGs未来都市としての取

組を推進するため、当町が掲げる理念を共有し、共に取り組む企業・団体及び個人事業者(以下「企業等」とい

う。)をみなかみ町SDGsパートナー(以下「パートナー」という。)として登録し、その取組を広く周知するとと

もに、パートナー間の連携を促進し、当町におけるSDGsの普及啓発及び推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条　この要綱で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)　SDGs　平成27年9月に国際連合総会で採択された持続可能な開発目標をいう。

(2)　SDGs未来都市　内閣府地方創生推進室が選定したSDGsの達成に向けて先進的な取組を行う自治体をいう。

(3)　年度　毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。

(取組内容)

第3条　パートナーは、次の各号に掲げる取組を行うものとする。

(1)　SDGsの普及啓発及び理解促進に関すること。

(2)　SDGsの理念に沿った活動の実施に関すること。

(3)　前2号に掲げるもののほか、SDGsの推進及び持続可能な地域づくりに関すること。

(禁止事項)

第4条　パートナーは、次の各号に掲げる活動をしてはならない。

(1)　SDGsへの正しい理解を妨げる活動

(2)　政治活動又は宗教活動を目的とする活動

(3)　法令及び公序良俗に反する活動

(4)　町又は個人の名誉を傷つけ、又は失墜させる活動

(対象)

第5条　パートナーとして登録できる者は、町内においてSDGsの普及啓発及び目標達成に向けた活動に取り組み、

又は取り組む意欲がある企業等のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)　法令等を遵守しており、かつ、過去に重大な法令違反がないこと。

(2)　町税等を滞納していない者

(3)　暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。

(登録の申請)

第6条　パートナーの登録を希望する企業等(以下「申請者」という。)は、みなかみ町SDGsパートナー登録申請書

(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(登録の決定等)

第7条　町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、みなかみ町SDGsパー

トナー登録通知書(様式第2号)により登録した者(以下「登録者」という。)に通知するものとする。この場合に

おいて、必要に応じて登録者に申請内容に関する事項の説明又は追加書類の提出を求めることができる。

2　町長は、前項の登録を行ったときは、SDGsの達成に向けて積極的に取り組む企業等として、当町ホームページ

及び町広報誌で周知するものとする。

3　町長は、登録者に対し、登録事項等を記した登録証(以下「登録証」という。)を交付することができる。この

場合において、登録者は、登録証を店頭又は事務所等の見やすい場所に掲示するものとする。

(登録の有効期間)

第8条　登録の有効期間は、登録の日から当該年度の末日までとする。

2　前項の規定にかかわらず、町長は、登録期間が満了する日の1ヶ月前までに登録取消の申し出がない場合は、さ

らに1年間延長するものとし、以後もまた同様とする。

(登録の取消し)

第9条　町長は、パートナーが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第7条第1項の登録を取り消すこと

ができる。

(1)　虚偽又は不正の手段により登録したことが判明した場合

(2)　法令等に違反する重大な事案が発生した場合

(3)　第4条に掲げる活動を行った場合

(4)　前3号に掲げるもののほか、パートナーとして不適当と認める場合

2　町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、みなかみ町SDGsパートナー登録決定取消通知書(様式第3

号)により登録者に通知するものとする。この場合において、登録を取り消された登録者は、登録証を町へ返還

しなければならない。

(委任)

第10条　この要綱で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。



附　則

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第7条関係)



様式第3号(第9条関係)




